
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第２２号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２３年１２月２１日 ００時１０分ごろ 

発生場所 島根県益田市高島北方沖 

 高島灯台から真方位３３６°１２.７海里付近 

 （概位 北緯３５°０１.７′ 東経１３１°４３.９′） 

事故等調査の経過  平成２４年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十八光洋
こうよう

丸、１３５トン 

ＴＴ１－１２３（漁船登録番号）、共和水産株式会社 

Ｂ 漁船 はるかぜ、６.４トン 

   ＴＴ２－１７３５（漁船登録番号）、共和水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 機関、航海機器等が濡損 

 事故等の経過  Ａ船は、大中型まき網船団の網船であり、船長Ａほか２１人が乗り

組み、Ａ船の搭載艇であるＢ船ほか数隻の付属船と共に船団を形成

し、高島北方沖において、まき網漁に従事して船首を南西に向け、円

形を描いて投網を終了したところ、Ａ船が右舷側の網の方に入り込む

ようになったので、左舷側をＢ船に引かせた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船の位置の調整（以下「裏こ

ぎ」という。）を行うため、Ｂ船の後部にあるドラムから出された直

径約３６mm、長さ約３００ｍの合成繊維製のえい
．．

航索を南東方向に引

いていたところ、平成２３年１２月２１日００時１０分ごろ突然に左

舷側へ転覆した。 

船長Ａは、Ｂ船と連絡が取れなくなり、Ｂ船の灯火も見えなくなっ

たので、他の付属船をＢ船付近へ向かわせ、付属船が操舵室から船外

へ脱出した船長Ｂを救助した。 

Ｂ船は、Ａ船により揚収され、排水作業が行われた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：風浪 波向北西、波高約０.５～１.０ｍ、うねり 波向北西、

波高約１ｍ 

 その他の事項  船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

 Ｂ船は、高島北方沖で後方からのうねりを受けて裏こぎ作業中、左

舷側に傾斜したことから、転覆した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ｂ船が、高島北方沖で後方からのうねりを受けて

裏こぎ作業中、左舷側に傾斜したため、転覆したことにより発生した

可能性があると考えられる。 

参考 船長Ａは、本事故後、次の改善措置を採った。 

・Ｂ船に裏こぎ作業を行わせる場合、海上状況により安全に作業が

遂行できるか船長Ｂと協議し、作業中は連絡を密に行うこと。 

 




